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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能に設けられた無端状の回転体と、
前記回転体の外周面と接触する接触部材と、
前記回転体の内側に配置され前記回転体を介して前記接触部材と当接しニップ部を形成す
るニップ形成部材と、
前記回転体の内側に配置された発熱体と、
前記回転体の内側に配置され、前記発熱体から前記ニップ形成部材に向けて放射される輻
射熱を反射面で反射する反射部材とを備え、
前記ニップ形成部材は、前記回転体の内周面に摺擦する摺擦部と、前記摺擦部から前記回
転体の内側に向けて起立する補強部とを有し、
前記発熱体は前記補強部の起立する部分の側面と対向するように配置され、
前記反射部材は、前記反射面における前記発熱体と対向する位置に、前記発熱体から放射
される輻射熱を前記発熱体に向かわない方向に反射させる反射形状を有する定着装置にお
いて、
前記反射部材を前記補強部とは独立に前記発熱体に取り付ける反射部材取り付け手段を有
することを特徴とする定着装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の定着装置において、
前記反射形状は、前記反射面から前記発熱体に向かって突起した凸部であり、
前記反射部材取り付け手段は、前記反射部材が前記発熱体と前記補強部との間に位置し、
前記反射面の前記凸部の突起方向の延長線上に前記発熱体の中心点が位置するように、前
記反射部材を前記発熱体に取り付けることを特徴とする定着装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の定着装置において、
前記反射形状は、前記反射面から前記発熱体に向かって突起した山型形状であることを特
徴とする定着装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の定着装置において、
前記反射形状は、前記反射面から前記発熱体に向かって突起した円弧形状であることを特
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徴とする定着装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一記載の定着装置において、
前記反射部材取り付け手段は、前記反射部材の長手方向両端部にそれぞれ設けられた嵌合
部と、各嵌合部に嵌り込む、前記発熱体の長手方向両端部にそれぞれ設けられた被嵌合部
とを有しており、前記発熱体に対して前記反射部材が回転可能な状態で前記嵌合部と前記
被嵌合部とが嵌合することを特徴とする定着装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の定着装置において、
前記嵌合部に対する前記被嵌合部の姿勢を変えることで、前記嵌合部と前記被嵌合部との
嵌合状態と嵌合解除状態とが切り替え可能であることを特徴とする定着装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか一記載の定着装置において、
前記反射部材取り付け手段は、前記反射部材よりも剛性が高い材質であり、前記発熱体に
対して回転可能に取り付けられ前記反射部材を保持する保持部材を有することを特徴とす
る定着装置。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれか一記載の定着装置において、
前記反射部材の前記発熱体に近づく側への回転を規制する回転規制部材を設けたことを特
徴とする定着装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の定着装置において、
前記回転規制部材は前記発熱体の発熱領域外に位置することを特徴とする定着装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の定着装置において、
前記反射部材に前記反射面から延在し、前記回転規制部材と接触する延在部を設けたこと
を特徴とする定着装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の定着装置において、
前記延在部と前記回転規制部材とが前記発熱体の発熱領域内に位置することを特徴とする
定着装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一記載の定着装置において、
前記補強部と前記反射部材との間に空隙を設けて該反射部材を設置したことを特徴とする
定着装置。
【請求項１３】
　トナーを用いて記録媒体上にトナー像を形成するトナー像形成手段と、
少なくとも熱により記録媒体上のトナー像を記録媒体に定着させる定着手段とを備えた画
像形成装置において、
前記定着手段として、請求項１乃至１２のいずれか一記載の定着装置を用いることを特徴
とする画像形成装置。
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